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欧
州
連
合
欧
州
議
会
本
会
議
よ
り
、
我
が
国
で
の
子
の
連
れ
去
り
に
関
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
、
「
子
ど
も
へ

の
重
大
な
虐
待
」
と
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

我
が
国
は
、
米
国
務
省
よ
り
所
謂
ハ
ー
グ
条
約
に
基
づ
く
義
務
の
不
履
行
国
に
認
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
国
連
の
児
童
の
権

利
委
員
会
よ
り
、
両
親
が
離
婚
後
も
「
共
同
養
育
権
」
を
行
使
で
き
る
よ
う
、
勧
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
本
年
七
月

八
日
、
欧
州
議
会
本
会
議
は
、
我
が
国
で
の
親
に
よ
る
子
供
の
連
れ
去
り
か
ら
生
じ
る
子
供
の
健
康
や
幸
福
へ
の
影
響
に
つ
い

て
懸
念
を
表
明
し
、
我
が
国
に
対
し
て
、
ハ
ー
グ
条
約
を
履
行
し
、
「
共
同
親
権
」
を
認
め
る
よ
う
国
内
法
の
改
正
を
促
す
決

議
を
賛
成
多
数
で
採
択
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
以
下
質
問
し
ま
す
。 

一 

平
成
二
十
九
年
の
人
口
動
態
統
計
の
確
定
数
（
厚
生
労
働
省
）
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
三
組
に
一
組
が
離
婚
し
、
毎
年
二
十

万
人
以
上
の
未
成
年
の
子
供
が
親
の
離
婚
を
経
験
し
ま
す
。
離
婚
後
の
単
独
親
権
制
度
を
採
用
す
る
我
が
国
で
は
、
離
婚
に

伴
う
子
供
の
親
権
・
監
護
権
争
い
を
優
位
に
進
め
る
た
め
に
、
婚
姻
中
に
お
け
る
一
方
の
親
の
同
意
な
し
で
の
子
の
連
れ
去

り
別
居
と
そ
の
あ
と
の
親
子
引
き
離
し
が
絶
え
ま
せ
ん
。
往
々
に
し
て
、
弁
護
士
が
子
の
連
れ
去
り
を
指
南
し
て
い
る
こ
と

も
多
く
、
欧
州
議
会
本
会
議
は
こ
れ
ら
を
問
題
視
し
て
お
り
ま
す
。
第
百
八
十
五
回
国
会
（
臨
時
会
）
参
質
第
一
八
号
で

も
、
同
じ
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
チ
ル
ド
レ
ン
フ
ァ
ー
ス
ト
の
考
え
で
、
離
婚
後
の
単
独
親
権
制
度
を
見
直
す
考
え
は



 

２ 

 

あ
り
ま
す
か
。 

二 
子
供
と
会
え
な
く
な
っ
た
別
居
親
の
中
に
は
自
殺
を
選
ぶ
者
も
後
を
断
ち
ま
せ
ん
。
兵
庫
県
明
石
市
は
地
方
自
治
体
と
し

て
、
積
極
的
に
離
婚
後
の
親
子
関
係
の
維
持
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
各
地
に
て
、
現
状
を
改
善
し
た
い
多
く
の
別
居
親

が
、
陳
情
・
請
願
を
試
み
て
い
ま
す
。
少
子
化
対
策
と
同
様
に
政
府
は
、
離
婚
後
の
親
子
関
係
の
維
持
に
前
向
き
な
見
解
を

地
方
自
治
体
に
向
け
て
示
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
政
府
の
見
解
を
求
め
ま
す
。 

三 

内
閣
府
は
両
親
揃
っ
た
育
児
を
重
要
視
し
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
里
帰
り
出
産
な
ど
で
母
親
が
産
ま
れ
た
ば
か
り
の
子

供
と
共
に
実
家
に
留
ま
り
、
母
親
が
母
方
の
祖
父
母
と
共
に
子
供
を
独
占
す
る
、
挙
句
に
離
婚
を
主
張
し
て
離
婚
と
な
っ
た

場
合
、
育
児
の
意
思
を
持
つ
父
親
は
何
も
で
き
な
い
実
態
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

厚
生
労
働
省
の
児
童
虐
待
の
定
義
よ
り
ネ
グ
レ
ク
ト
に
つ
い
て
、
所
謂
児
童
の
権
利
条
約
も
考
慮
し
て
、
「
一
方
の
親
の

同
意
な
し
で
の
両
親
揃
っ
た
育
児
放
棄
」
を
含
め
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。
政
府
の
見
解
を
求
め
ま
す
。 

四 

「
同
居
親
の
別
居
親
に
対
す
る
嫌
悪
感
や
恐
怖
感
と
病
的
に
同
一
化
し
て
別
居
親
を
疎
外
な
い
し
拒
絶
す
る
現
象
」
は
、

「
片
親
疎
外
症
候
群
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
国
際
疾
病
分
類
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ

１１
）
に
は
、

「Parental 
Alienation

（
片
親
疎
外
）
」
が
精
神
及
び
行
動
の
障
害
の
分
類
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
Ｑ
Ｅ
５２
）
に
記
載
さ
れ
て
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い
る
た
め
、
子
供
の
疾
病
に
も
あ
た
り
ま
す
。 

 
 

厚
生
労
働
省
の
児
童
虐
待
の
定
義
よ
り
心
理
的
虐
待
に
つ
い
て
、
児
童
の
権
利
条
約
も
考
慮
し
て
、
「
片
親
疎
外
」
を
含

め
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。
政
府
の
見
解
を
求
め
ま
す
。 

 

右
質
問
す
る
。 


